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☆６２３２４５０

　２０２５年度は株価が過去最高を更新し、税収

も過去最高が見込まれる一方、中小企業の倒

産件数もここ�年間で最高件数となる見込み

となっています。そこで、もしかの場合に備

えていただくべく、不良債権の税務上の取扱

いについて再確認していただけるような解説

を行います。

　「生成ＡＩ」の業務への導入が徐々に始ま

っている昨今、税理士業界も例外ではありま

せん。業務は増える一方で、人を採用するの

も難しい。そんな時には、ＡＩを「優秀なア

シスタント」として迎える選択肢があります。

これからの時代、ＡＩを活用して業務の効率

化を図ってみませんか。

　ご愛読いただきました「インボイス制度の

再確認」「１００年ぶりの抜本改正　新しい公

益信託制度と税制」は今号をもって終了しま

す。「続・傍流の正論」「裁決事例集」「（小

説）税務調査と真実」は継続します。７月か

らは以下の連載を開始します。引き続きご愛

読いただきますようお願い申し上げます。　

　編集部

　

被

相

続

人

の

金

融

機

関

に

対

す

る

債

務

に

つ

い

て

、

そ

の

相

続

人

（

納

税

者

）

ら

が

被

相

続

人

の

生

前

に

金

融

機

関

と

の

間

で

成

立

し

た

被

相

続

人

が

一

定

額

の

分

割

金

を

支

払

っ

た

場

合

に

は

残

部

に

つ

き

債

務

免

除

す

る

と

の

裁

判

上

の

和

解

に

基

づ

き

債

務

免

除

を

受

け

、

そ

の

金

額

を

総

所

得

に

算

入

せ

ず

に

所

得

税

等

の

確

定

申

告

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

課

税

庁

が

同

金

額

（

債

務

免

除

益

）

は

一

時

所

得

の

総

収

入

金

額

に

算

入

さ

れ

る

べ

き

も

の

だ

と

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

こ

と

か

ら

納

税

者

ら

が

処

分

の

取

消

し

な

ど

を

求

め

て

い

た

訴

訟

で

、

最

高

裁

第

三

小

法

廷

（

沖

野

眞

已

裁

判

長

）

は

�

日

、

納

税

者

勝

訴

の

東

京

高

裁

判

決

を

破

棄

し

、

審

理

を

尽

く

す

た

め

、

高

裁

に

差

し

戻

し

た

。

　

な

お

、

判

決

は

小

法

廷

の

裁

判

官

５

人

の

う

ち

４

人

の

多

数

意

見

。

石

兼

公

博

裁

判

官

は

高

裁

の

判

断

は

是

認

で

き

る

と

し

て

反

対

意

見

を

示

し

た

。

ま

た

、

２

人

の

裁

判

官

か

ら

は

補

足

意

見

が

示

さ

れ

て

お

り

、

こ

の

う

ち

の

１

人

で

あ

る

沖

野

眞

已

裁

判

官

の

意

見

で

は

「

債

務

免

除

益

に

係

る

所

得

税

課

税

の

根

拠

及

び

要

件

に

つ

い

て

は

様

々

な

議

論

が

あ

る

上

、

本

件

に

お

け

る

よ

う

な

相

続

が

関

わ

る

場

合

の

相

続

債

務

と

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

従

来

、

十

分

な

議

論

が

さ

れ

て

き

た

と

は

い

い

難

い

。

多

数

意

見

は

、

本

件

に

お

け

る

本

件

規

定

（

同

号

）

の

適

用

に

つ

い

て

判

断

し

た

も

の

で

あ

っ

て

、

本

件

場

合

に

お

け

る

相

続

人

の

債

務

免

除

益

の

所

得

該

当

性

に

つ

い

て

、

肯

定

、

否

定

い

ず

れ

の

判

断

を

し

た

も

の

で

も

な

い

」

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

所

得

税

法

９

条

１

項

�

号

（

処

分

当

時

、

現

在

の

�

号

）

は

相

続

等

に

よ

り

取

得

す

る

も

の

を

非

課

税

所

得

と

す

る

旨

を

定

め

て

い

る

。

ま

た

、

相

続

税

法

�

条

１

項

は

相

続

税

の

課

税

価

格

に

算

入

す

べ

き

価

額

か

ら

そ

の

金

額

を

控

除

す

べ

き

債

務

は

「

確

実

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

に

限

る

旨

を

定

め

て

い

る

。

　

本

件

の

事

実

関

係

は

次

の

と

お

り

。

　

①

被

相

続

人

は

生

前

に

金

融

機

関

と

の

間

で

�

億

円

の

借

入

金

債

務

を

負

い

、

合

計

６

億

２

６

３

０

万

円

の

分

割

金

を

支

払

っ

た

と

き

は

、

残

額

で

あ

る

９

億

７

３

７

０

万

円

の

免

除

を

受

け

る

旨

の

裁

判

上

の

和

解

を

平

成

�

年

４

月

に

成

立

さ

せ

た

。

　

②

被

相

続

人

は

金

融

機

関

に

①

の

債

務

の

う

ち

合

計

６

億

２

５

３

０

万

円

の

分

割

金

を

支

払

っ

た

。

　

③

被

相

続

人

が

�

年

�

月

に

死

亡

し

、

納

税

者

ら

が

①

の

債

務

の

残

額

を

相

続

し

た

。

　

④

相

続

に

係

る

相

続

税

の

課

税

価

格

の

算

定

で

①

の

債

務

の

残

額

は

控

除

さ

れ

な

か

っ

た

。

　

⑤

納

税

者

ら

は

、

金

融

機

関

に

①

の

債

務

の

う

ち

合

計

１

０

０

万

円

を

�

年

６

月

ま

で

に

支

払

い

、

９

億

７

３

７

０

万

円

の

債

務

の

免

除

を

受

け

た

。

　

訴

訟

で

、

納

税

者

ら

は

本

件

債

務

免

除

の

対

象

と

な

っ

た

９

億

７

３

７

０

万

円

が

被

相

続

人

の

相

続

税

の

算

定

で

は

負

債

と

し

て

考

慮

さ

れ

て

お

ら

ず

、

こ

れ

が

存

在

し

な

い

前

提

で

算

定

さ

れ

た

相

続

税

を

納

税

者

ら

に

納

付

さ

せ

た

一

方

、

本

件

債

務

免

除

の

効

果

が

発

生

す

る

や

、

そ

の

債

務

免

除

益

に

対

し

、

一

時

所

得

と

し

て

課

税

す

る

こ

と

は

所

得

税

法

９

条

１

項

�

号

に

反

し

、

二

重

課

税

と

し

て

許

さ

れ

な

い

な

ど

と

主

張

。

二

審

の

東

京

高

裁

は

納

税

者

ら

の

主

張

を

認

容

し

、

本

件

債

務

免

除

益

に

所

得

税

を

課

税

す

る

こ

と

は

同

号

に

反

し

て

許

さ

れ

な

い

と

し

て

処

分

を

取

り

消

し

て

い

た

。

　

こ

れ

に

対

し

、

最

高

裁

は

判

決

で

、

本

件

は

納

税

者

ら

が

相

続

し

た

後

に

債

務

免

除

の

効

力

が

生

じ

た

の

で

あ

り

、

納

税

者

ら

が

こ

れ

に

よ

る

経

済

的

利

益

を

相

続

等

に

よ

り

取

得

し

た

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

と

指

摘

。

そ

し

て

、

本

件

相

続

に

関

し

て

本

件

債

務

が

相

続

税

法

�

条

１

項

所

定

の

「

確

実

と

認

め

ら

れ

る

も

の

」

に

当

た

ら

ず

、

相

続

税

の

課

税

価

格

に

算

入

す

べ

き

価

額

か

ら

そ

の

金

額

が

控

除

さ

れ

な

い

と

し

て

も

、

相

続

後

に

本

件

債

務

が

消

滅

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

生

ず

る

経

済

的

価

値

に

相

続

税

が

課

さ

れ

る

も

の

で

は

な

い

か

ら

、

同

経

済

的

利

益

に

所

得

税

を

課

す

こ

と

は

同

一

の

経

済

的

価

値

に

相

続

税

と

所

得

税

と

を

二

重

に

課

す

も

の

と

は

い

え

ず

、

同

号

の

規

定

の

趣

旨

に

反

す

る

も

の

で

は

な

い

と

し

た

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

債

務

の

免

除

で

納

税

者

ら

が

受

け

る

経

済

的

利

益

は

、

同

号

所

定

の

非

課

税

所

得

に

は

当

た

ら

ず

、

同

経

済

的

利

益

に

所

得

税

を

課

す

こ

と

が

、

同

号

に

反

す

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

ず

、

こ

れ

と

異

な

る

高

裁

の

判

断

に

は

判

決

に

影

響

を

及

ぼ

す

こ

と

が

明

ら

か

な

法

令

違

反

が

あ

る

と

し

た

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ６ �

第３７０４号
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き

ょ

う

６

月

�

日

は

「

ビ

ー

ト

ル

ズ

の

日

」

。

�

年

前

の

１

９

６

６

年

６

月

�

日

に

ビ

ー

ト

ル

ズ

が

来

日

し

た

こ

と

を

記

念

し

て

い

る

。

来

日

記

念

の

た

め

、

日

本

独

自

の

記

念

日

だ

と

い

う

★

そ

の

１

９

６

６

年

に

彼

ら

は

「

タ

ッ

ク

ス

マ

ン

」

と

い

う

曲

を

リ

リ

ー

ス

し

た

。

高

額

所

得

者

と

し

て

極

め

て

高

い

税

率

を

課

さ

れ

て

い

た

彼

ら

が

、

不

満

を

爆

発

さ

せ

た

曲

と

さ

れ

、

重

す

ぎ

る

税

金

を

皮

肉

っ

て

い

る

。

日

本

で

も

所

得

税

と

住

民

税

を

あ

わ

せ

た

最

高

税

率

は

昭

和

�

年

（

１

９

８

３

年

）

ま

で

�

％

と

極

め

て

高

か

っ

た

。

ビ

ー

ト

ル

ズ

の

面

々

が

皮

肉

を

言

い

た

く

な

る

の

も

理

解

で

き

る

数

字

だ

★

現

在

、

国

内

で

は

現

役

世

代

の

保

険

料

負

担

を

含

め

た

負

担

率

の

見

直

し

に

向

け

た

議

論

が

進

ん

で

い

る

。

負

担

が

一

部

に

偏

っ

て

い

る

の

で

あ

れ

ば

不

公

平

感

が

高

ま

り

、

労

働

意

欲

も

削

が

れ

る

。

こ

れ

を

適

正

化

し

て

こ

そ

、

制

度

の

持

続

可

能

性

が

高

ま

る

と

思

う

。

（

Ｚ

）

　

投

資

一

任

契

約

に

基

づ

い

て

、

納

税

者

の

資

産

運

用

を

一

任

さ

れ

た

金

融

機

関

が

外

国

通

貨

に

よ

り

他

の

種

類

の

外

国

通

貨

等

を

取

得

す

る

各

取

引

を

行

っ

た

こ

と

に

関

連

し

、

各

取

引

に

係

る

所

得

の

取

扱

い

を

巡

り

争

わ

れ

て

い

た

訴

訟

で

、

最

高

裁

は

�

日

、

納

税

者

の

上

告

を

棄

却

し

た

（

６

月

�

日

号

１

面

参

照

）

。

納

税

者

の

敗

訴

が

確

定

し

た

が

、

複

数

の

裁

判

官

か

ら

「

外

貨

建

取

引

に

係

る

所

得

税

の

課

税

の

在

り

方

を

改

め

て

検

討

す

べ

き

時

期

に

来

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

」

と

す

る

補

足

意

見

が

示

さ

れ

た

。

今

号

で

は

、

こ

の

補

足

意

見

の

内

容

を

改

め

て

確

認

し

て

い

く

。

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

東

京

商

工

リ

サ

ー

チ

に

委

託

し

た

調

査

報

告

書

「

令

和

７

年

度

企

業

の

雇

用

状

況

等

に

関

す

る

調

査

研

究

報

告

書

」

を

公

表

し

た

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

大

企

業

、

中

堅

企

業

、

中

小

企

業

ご

と

に

賃

上

げ

促

進

税

制

の

利

用

状

況

等

が

示

さ

れ

て

い

る

ほ

か

、

賃

上

げ

促

進

税

制

が

賃

上

げ

実

施

に

与

え

て

い

る

影

響

、

制

度

の

分

か

り

や

す

さ

・

難

易

度

・

負

担

・

総

合

評

価

、

賃

上

げ

促

進

税

制

や

上

乗

せ

要

件

、

未

控

除

額

を

繰

り

越

し

で

き

る

制

度

を

利

用

し

な

い

理

由

な

ど

に

つ

い

て

調

査

結

果

が

ま

と

め

ら

れ

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

６

年

度

に

お

け

る

中

小

企

業

向

け

賃

上

げ

促

進

税

制

の

利

用

状

況

（

資

本

金

１

億

円

以

下

の

み

）

で

は

、

①

賃

上

げ

促

進

税

制

を

利

用

し

な

か

っ

た

（

ま

た

は

利

用

し

な

い

予

定

）

が

�

・

３

％

で

最

も

高

く

、

次

い

で

、

②

賃

上

げ

促

進

税

制

を

利

用

し

、

税

額

控

除

し

た

（

ま

た

は

見

込

み

）

が

�

・

４

％

、

③

賃

上

げ

促

進

税

制

を

利

用

し

た

も

の

の

、

税

額

控

除

し

き

れ

な

か

っ

た

（

で

き

な

か

っ

た

）

た

め

、

未

控

除

額

を

翌

年

度

以

降

に

繰

り

越

し

た

（

ま

た

は

見

込

み

）

が

３

・

５

％

、

④

全

企

業

向

け

、

中

堅

企

業

向

け

賃

上

げ

促

進

税

制

を

利

用

し

た

（

ま

た

は

利

用

見

込

み

）

が

１

・

７

％

と

な

っ

て

い

る

。

（

�

日

）

大

臣

官

房

付

（

広

島

国

税

局

長

）

辻

　

　

貴

博

兼

広

島

国

税

局

長

心

得

（

広

島

国

税

局

総

務

部

長

）

安

井

　

欧

貴

【

辞

職

】

（

大

阪

国

税

局

調

査

第

一

部

広

域

情

報

管

理

課

長

）

壱

岐

　

克

之

　

社

会

保

障

国

民

会

議

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

は

６

月

�

日

、

�

回

目

の

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

の

日

は

�

日

に

開

催

さ

れ

た

�

回

会

合

で

議

長

案

と

し

て

提

出

さ

れ

た

、

取

り

ま

と

め

の

方

向

性

（

６

月

�

日

号

２

面

参

照

）

に

沿

っ

た

内

容

の

中

間

取

り

ま

と

め

案

が

示

さ

れ

た

。

　

主

な

内

容

と

し

て

は

「

所

得

に

連

動

し

た

き

め

細

か

な

給

付

」

の

令

和

�

年

度

の

本

格

導

入

ま

で

の

つ

な

ぎ

と

し

て

、

９

年

４

月

１

日

か

ら

２

年

間

、

飲

食

料

品

に

係

る

消

費

税

率

を

１

％

と

す

る

こ

と

、

本

格

導

入

す

る

「

き

め

細

か

な

給

付

」

を

先

取

り

し

た

取

組

み

と

し

て

、

９

年

度

か

ら

飲

食

料

品

に

係

る

消

費

税

１

％

相

当

分

の

範

囲

内

で

「

き

め

細

か

な

給

付

」

を

先

行

導

入

す

る

こ

と

な

ど

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

ら

の

実

施

に

必

要

と

な

る

財

源

に

つ

い

て

は

検

討

中

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

取

り

ま

と

め

の

方

向

性

に

な

か

っ

た

内

容

と

し

て

は

、

仕

入

税

額

控

除

の

還

付

が

受

け

ら

れ

な

い

農

業

従

事

者

等

に

対

し

て

現

場

の

納

得

感

の

あ

る

対

応

を

検

討

す

る

こ

と

や

�

％

の

税

率

が

維

持

さ

れ

る

外

食

産

業

を

含

め

て

税

率

引

下

げ

の

影

響

を

見

極

め

た

上

で

、

資

金

繰

り

支

援

等

の

た

め

の

予

算

措

置

を

検

討

す

る

こ

と

な

ど

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

同

補

足

意

見

で

は

、

本

件

訴

訟

で

納

税

者

の

上

告

を

棄

却

し

た

判

断

に

関

し

て

「

飽

く

ま

で

も

為

替

差

損

益

に

係

る

課

税

に

つ

い

て

明

文

の

規

定

が

な

く

、

外

国

通

貨

に

よ

っ

て

他

の

種

類

の

外

国

通

貨

や

同

一

の

外

国

通

貨

建

て

の

有

価

証

券

を

取

得

す

る

取

引

に

係

る

所

得

の

把

握

に

つ

い

て

も

本

邦

通

貨

の

額

面

価

格

の

単

位

を

基

準

に

行

う

ほ

か

な

い

現

行

法

を

前

提

と

す

る

解

釈

論

に

と

ど

ま

る

」

と

指

摘

。

そ

の

上

で

、

「

外

国

通

貨

建

て

の

投

資

や

国

際

取

引

が

日

常

的

に

活

発

に

行

わ

れ

て

い

る

現

状

に

お

い

て

、

所

得

の

把

握

を

常

に

本

邦

通

貨

の

額

面

価

格

の

単

位

を

基

準

に

行

う

こ

と

自

体

に

問

題

が

な

い

か

も

含

め

て

、

外

貨

建

取

引

に

係

る

所

得

税

の

課

税

の

在

り

方

を

改

め

て

検

討

す

べ

き

時

期

に

来

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

」

と

し

た

。

　

「

仮

に

、

所

得

の

把

握

を

常

に

本

邦

通

貨

の

額

面

価

格

の

単

位

を

基

準

に

行

う

方

針

を

維

持

す

る

と

し

て

も

、

為

替

差

益

に

係

る

所

得

の

実

現

時

期

や

、

外

貨

建

取

引

に

係

る

『

収

入

す

べ

き

金

額

』

、

必

要

経

費

等

に

つ

い

て

定

め

る

規

定

を

設

け

る

こ

と

な

く

、

こ

れ

を

所

得

税

法

�

条

１

項

等

の

一

般

的

な

解

釈

適

用

に

委

ね

、

外

貨

建

取

引

が

行

わ

れ

た

場

合

の

円

換

算

額

の

計

算

規

定

に

と

ど

ま

る

同

法

�

条

の

３

を

設

け

る

に

と

ど

め

て

い

る

こ

と

は

、

租

税

法

律

主

義

の

観

点

か

ら

望

ま

し

い

状

況

と

は

考

え

ら

れ

な

い

し

、

日

本

の

租

税

政

策

に

対

す

る

国

際

社

会

か

ら

の

信

頼

を

損

な

う

現

象

が

出

て

く

る

可

能

性

も

否

定

で

き

な

い

」

な

ど

と

も

述

べ

て

い

る

。

　

最

高

裁

の

裁

判

官

に

よ

る

補

足

意

見

に

は

拘

束

力

は

存

在

し

な

い

と

さ

れ

る

。

た

だ

、

例

え

ば

令

和

２

年

３

月

�

日

に

あ

っ

た

、

い

わ

ゆ

る

タ

キ

ゲ

ン

事

件

の

最

高

裁

判

決

で

は

裁

判

官

か

ら

、

所

得

税

基

本

通

達

�

―

６

《

株

式

等

を

贈

与

等

し

た

場

合

の

「

そ

の

時

に

お

け

る

価

額

」

》

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

さ

の

観

点

か

ら

改

善

が

望

ま

れ

る

と

の

補

足

意

見

が

出

さ

れ

、

そ

の

約

３

か

月

後

の

同

年

６

月

�

日

に

国

税

庁

が

取

扱

い

を

よ

り

明

確

化

す

る

改

正

案

の

パ

ブ

リ

ッ

ク

コ

メ

ン

ト

を

開

始

。

通

達

改

正

に

つ

な

が

っ

た

と

い

っ

た

こ

と

が

あ

っ

た

。

　

総

務

省

の

地

方

財

政

審

議

会

は

�

日

、

「

強

い

経

済

の

実

現

と

健

全

で

持

続

可

能

な

地

方

行

財

政

基

盤

の

確

立

の

た

め

の

地

方

税

財

政

改

革

に

つ

い

て

の

意

見

」

を

取

り

ま

と

め

、

林

芳

正

総

務

相

に

提

出

し

た

。

　

そ

の

中

で

、

社

会

保

障

国

民

会

議

に

お

い

て

検

討

さ

れ

て

い

る

「

給

付

付

き

税

額

控

除

」

に

つ

い

て

、

国

と

地

方

が

協

力

し

て

運

営

し

て

い

く

と

い

う

基

本

的

な

考

え

方

の

下

、

地

方

に

役

割

を

求

め

る

の

で

あ

れ

ば

、

制

度

設

計

や

役

割

を

明

確

に

し

、

円

滑

な

運

用

が

で

き

る

よ

う

国

と

地

方

の

間

で

丁

寧

に

協

議

す

べ

き

と

し

た

。

ま

た

、

「

食

料

品

の

消

費

税

率

ゼ

ロ

」

に

つ

い

て

は

、

消

費

税

収

の

約

４

割

が

地

方

財

源

で

あ

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

地

方

財

政

へ

の

影

響

に

留

意

し

て

議

論

を

進

め

る

べ

き

と

し

た

。

　

都

市

・

地

方

の

持

続

可

能

な

発

展

の

た

め

の

地

方

税

体

系

の

構

築

等

に

つ

い

て

は

、

８

年

度

与

党

税

制

改

正

大

綱

に

沿

っ

て

、

偏

在

性

の

小

さ

い

地

方

税

体

系

の

構

築

に

向

け

て

、

９

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

具

体

的

な

取

組

を

講

じ

る

必

要

が

あ

る

と

し

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

７

年

度

に

お

け

る

「

再

調

査

の

請

求

お

よ

び

訴

訟

の

概

要

」

を

、

ま

た

、

国

税

不

服

審

判

所

は

同

年

度

の

「

審

査

請

求

の

概

要

」

を

公

表

し

た

。

再

調

査

の

請

求

の

発

生

件

数

は

、

前

年

度

比

�

・

３

％

増

の

１

７

１

３

件

と

増

加

し

た

。

こ

れ

に

つ

い

て

同

庁

は

、

「

例

年

、

１

０

０

０

件

か

ら

２

５

０

０

件

で

推

移

し

て

い

る

中

で

、

レ

ン

ジ

内

の

件

数

」

と

説

明

し

て

い

る

。

　

日

本

公

認

会

計

士

協

会

（

南

成

人

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

令

和

９

年

度

税

制

改

正

意

見

書

」

を

取

り

ま

と

め

公

表

し

た

。

第

一

部

の

「

税

制

の

在

り

方

に

関

す

る

提

言

」

で

は

、

中

期

的

な

社

会

情

勢

に

対

し

、

主

と

し

て

わ

が

国

企

業

の

競

争

力

の

強

化

、

働

き

方

の

多

様

化

に

即

し

た

納

税

環

境

の

整

備

、

経

済

格

差

な

ど

の

観

点

か

ら

、

税

制

の

在

り

方

や

方

向

性

を

示

し

、

第

二

部

「

令

和

９

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

個

別

意

見

」

で

は

、

わ

が

国

経

済

の

構

造

的

問

題

に

関

す

る

意

見

で

あ

る

８

項

目

の

「

政

策

意

見

」

、

主

と

し

て

税

制

の

個

別

規

定

に

関

す

る

意

見

で

あ

る

「

個

別

税

制

に

関

す

る

意

見

」

、

合

計

�

項

目

に

つ

い

て

意

見

表

明

し

て

い

る

。

　

「

税

制

の

在

り

方

に

関

す

る

提

言

」

で

は

、

働

き

方

の

多

様

化

に

対

応

す

べ

く

既

存

の

税

制

を

再

検

討

す

る

こ

と

を

求

め

、

「

テ

レ

ワ

ー

ク

の

一

般

化

に

よ

り

、

企

業

の

物

的

・

人

的

な

活

動

拠

点

の

縮

小

化

・

散

在

化

が

進

む

こ

と

に

な

る

。

こ

の

よ

う

な

状

況

に

対

し

て

は

、

所

得

課

税

と

法

人

課

税

に

お

け

る

従

来

の

物

的

・

人

的

な

課

税

要

件

の

抜

本

的

見

直

し

が

必

要

で

あ

る

。

例

え

ば

、

使

用

者

か

ら

の

空

間

的

・

時

間

的

制

約

と

い

う

給

与

所

得

の

要

件

や

法

人

事

業

税

及

び

法

人

住

民

税

に

お

け

る

事

業

所

等

の

要

件

な

ど

は

、

労

働

者

が

一

箇

所

に

集

ま

っ

て

使

用

者

の

指

揮

命

令

を

受

け

て

労

働

す

る

旧

来

の

働

き

方

を

前

提

と

す

る

も

の

で

あ

り

、

こ

の

ま

ま

で

は

現

実

に

即

さ

な

い

も

の

と

な

る

可

能

性

が

極

め

て

高

い

」

と

指

摘

、

働

き

方

や

勤

務

形

態

の

多

様

化

を

後

押

し

し

、

そ

の

よ

う

な

経

済

環

境

の

変

化

に

即

し

た

公

平

な

課

税

が

実

現

す

る

よ

う

な

制

度

設

計

が

望

ま

れ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

「

個

別

税

制

に

関

す

る

意

見

」

で

は

例

え

ば

、

一

般

措

置

を

中

小

企

業

の

円

滑

な

事

業

承

継

に

実

質

的

に

資

す

る

よ

う

に

緩

和

す

る

こ

と

と

し

、

「

納

税

猶

予

に

対

す

る

将

来

リ

ス

ク

の

緩

和

と

い

う

観

点

か

ら

、

事

業

承

継

税

制

適

用

後

か

ら

相

当

程

度

の

年

数

経

過

後

に

お

い

て

も

事

業

承

継

が

適

切

に

継

続

し

て

い

る

も

の

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

、

納

税

額

の

逓

減

的

な

減

額

措

置

の

創

設

を

検

討

さ

れ

た

い

」

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

一

般

措

置

で

は

、

議

決

権

株

式

数

の

最

大

３

分

の

２

ま

で

が

対

象

で

あ

り

、

株

主

総

会

特

別

決

議

の

決

議

要

件

を

考

え

た

場

合

、

後

継

者

に

と

っ

て

一

定

の

効

果

は

あ

る

も

の

の

、

株

式

分

散

リ

ス

ク

、

株

式

買

取

請

求

権

の

行

使

等

、

後

継

者

が

安

定

的

な

経

営

を

確

保

す

る

に

は

、

対

象

株

式

の

制

限

撤

廃

の

変

更

を

検

討

さ

れ

た

い

」

と

し

、

さ

ら

に

、

「

自

己

資

金

を

投

じ

て

で

も

新

た

な

ビ

ジ

ネ

ス

モ

デ

ル

に

挑

戦

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

り

、

相

続

税

の

納

税

猶

予

額

が

�

％

と

い

う

制

限

の

撤

廃

を

検

討

さ

れ

た

い

」

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

�

日

、

令

和

８

年

９

月

�

日

に

予

定

し

て

い

る

国

税

シ

ス

テ

ム

の

更

改

に

関

す

る

情

報

を

掲

載

し

て

い

る

ペ

ー

ジ

を

更

新

し

た

。

現

行

の

Ｋ

Ｓ

Ｋ

（

国

税

総

合

管

理

）

シ

ス

テ

ム

か

ら

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

へ

の

移

行

に

伴

い

、

約

１

８

０

０

種

類

の

申

告

書

や

申

請

・

届

出

書

、

法

定

調

書

の

様

式

が

新

し

く

な

る

。

　

今

回

の

更

新

で

は

、

①

申

告

書

等

を

書

面

で

提

出

す

る

場

合

の

注

意

点

（

６

月

�

日

号

２

面

参

照

）

、

②

税

務

署

か

ら

送

付

さ

れ

る

通

知

等

に

お

問

い

合

わ

せ

番

号

を

印

字

、

③

申

告

書

等

閲

覧

サ

ー

ビ

ス

や

開

示

請

求

等

で

は

申

告

書

等

の

提

出

年

月

日

を

印

字

、

④

税

務

署

か

ら

送

付

す

る

文

書

や

納

税

証

明

書

等

で

使

用

す

る

漢

字

（

旧

字

体

等

）

の

取

扱

い

変

更

、

③

電

子

交

付

の

対

象

と

な

る

処

分

通

知

等

の

拡

大

と

電

子

交

付

へ

の

同

意

方

法

の

変

更

等

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

④

の

漢

字

（

旧

字

体

等

）

の

取

扱

い

変

更

で

は

、

税

務

署

か

ら

送

付

さ

れ

る

文

書

や

納

税

証

明

書

等

で

使

用

す

る

漢

字

・

記

号

に

つ

い

て

、

Ｊ

Ｉ

Ｓ

（

日

本

産

業

規

格

）

の

第

１

水

準

か

ら

第

４

水

準

ま

で

（

Ｊ

Ｉ

Ｓ

Ｘ

０

２

１

３

で

定

義

さ

れ

た

文

字

）

と

な

る

た

め

、

一

部

の

漢

字

・

記

号

に

つ

い

て

、

字

形

が

置

き

換

わ

る

場

合

や

、

手

書

き

に

よ

り

表

示

す

る

場

合

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

⑤

の

処

分

通

知

等

の

電

子

交

付

の

対

象

拡

大

で

は

、

電

子

交

付

へ

の

同

意

方

法

が

、

申

請

等

の

都

度

必

要

で

あ

っ

た

「

個

別

同

意

」

か

ら

、

事

前

の

「

一

括

同

意

」

に

変

わ

る

と

し

て

、

電

子

交

付

を

希

望

す

る

者

は

、

従

来

か

ら

電

子

交

付

を

利

用

し

て

い

る

者

も

含

め

、

８

年

９

月

�

日

以

降

に

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

上

で

あ

ら

か

じ

め

電

子

交

付

に

一

括

同

意

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

一

括

同

意

の

方

法

等

に

関

す

る

詳

細

は

、

後

日

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

Ｈ

Ｐ

な

ど

で

お

知

ら

せ

す

る

と

し

て

い

る

。

　

な

お

、

様

式

が

変

更

さ

れ

る

申

告

書

等

は

、

公

表

時

期

・

受

付

開

始

時

期

が

示

さ

れ

て

お

り

、

様

式

の

受

付

開

始

後

は

、

最

新

の

様

式

で

提

出

し

て

く

だ

さ

い

と

し

て

い

る

。

　

再

調

査

の

請

求

の

件

数

は

、

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

し

て

お

り

、

例

え

ば

１

年

分

の

申

告

所

得

税

お

よ

び

復

興

特

別

所

得

税

の

更

正

処

分

取

消

と

、

重

加

算

税

賦

課

決

定

取

消

の

請

求

が

さ

れ

た

場

合

、

４

件

と

な

る

。

再

調

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

３

４

０

人

（

前

年

度

は

約

３

５

０

人

）

だ

っ

た

。

　

処

理

件

数

は

、

同

�

・

０

％

減

の

１

４

４

８

件

と

減

少

し

た

。

再

調

査

の

請

求

の

標

準

審

理

期

間

３

カ

月

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

お

よ

び

国

際

課

税

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

１

・

１

㌽

増

の

�

・

８

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

同

�

・

５

％

増

の

１

１

６

件

（

全

部

認

容

�

件

、

一

部

認

容

�

件

）

で

、

認

容

割

合

は

、

同

２

・

０

㌽

増

の

８

・

０

％

（

全

部

１

・

４

％

、

一

部

６

・

６

％

）

だ

っ

た

。

　

国

税

不

服

審

判

所

の

審

査

請

求

の

発

生

件

数

は

、

同

�

・

７

％

減

の

３

１

５

９

件

（

再

調

査

の

請

求

と

同

様

に

、

税

目

・

年

分

ご

と

に

カ

ウ

ン

ト

）

と

減

少

し

た

が

、

過

去

３

番

目

に

多

い

件

数

で

、

審

査

請

求

人

ベ

ー

ス

で

見

る

と

、

約

５

３

０

人

（

前

年

度

は

約

７

０

０

人

）

と

な

っ

て

い

る

。

　

発

生

件

数

う

ち

、

再

調

査

の

請

求

を

経

ず

に

直

接

審

査

請

求

を

行

っ

た

件

数

は

、

同

２

・

４

％

増

の

２

５

２

２

件

と

増

加

し

、

過

去

最

多

だ

っ

た

５

年

度

に

次

い

で

多

い

。

発

生

件

数

に

占

め

る

直

接

審

査

請

求

の

割

合

は

、

同

�

・

２

㌽

増

の

�

・

８

％

だ

っ

た

。

　

審

査

請

求

の

処

理

件

数

は

、

過

去

�

年

間

で

最

多

だ

っ

た

前

年

度

よ

り

�

・

３

％

減

の

３

１

２

８

件

。

審

査

請

求

の

標

準

審

理

期

間

１

年

以

内

の

処

理

件

数

割

合

（

相

互

協

議

事

案

、

公

訴

関

連

事

案

な

ど

を

除

く

）

は

、

同

０

・

６

㌽

減

の

�

・

８

％

だ

っ

た

。

こ

の

う

ち

、

納

税

者

の

主

張

が

何

ら

か

の

形

で

認

容

さ

れ

た

件

数

は

、

個

別

事

案

の

影

響

に

よ

り

多

か

っ

た

前

年

度

よ

り

�

・

４

％

減

の

２

２

６

件

（

全

部

�

件

、

一

部

１

４

６

件

）

と

大

幅

に

減

少

し

、

認

容

割

合

は

、

�

・

７

㌽

減

の

７

・

２

％

（

全

部

２

・

６

％

、

一

部

４

・

７

％

）

だ

っ

た

。

　

税

目

別

の

認

容

件

数

を

見

る

と

、

消

費

税

等

が

最

も

多

く

１

０

６

件

（

全

部

�

件

、

一

部

�

件

）

だ

っ

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

申

告

所

得

税

等

は

�

件

（

全

部

�

件

、

一

部

�

件

）

、

源

泉

所

得

税

等

�

件

（

全

部

２

件

、

一

部

８

件

）

、

法

人

税

等

�

件

（

一

部

）

、

相

続

税

・

贈

与

税

５

件

（

全

部

１

件

、

一

部

４

件

）

、

登

録

免

許

税

１

件

（

全

部

）

、

徴

収

関

係

２

件

（

全

部

）

だ

っ

た

。

　

続

い

て

訴

訟

の

発

生

件

数

を

見

る

と

、

同

３

・

１

％

増

の

２

０

２

件

（

事

件

番

号

ベ

ー

ス

で

カ

ウ

ン

ト

）

だ

っ

た

。

　

こ

の

う

ち

、

新

規

（

第

一

審

）

発

生

件

数

は

同

�

・

９

％

増

の

１

２

６

件

と

増

加

し

た

。

　

終

結

件

数

は

、

同

�

・

６

％

増

の

２

０

１

件

と

増

加

し

、

こ

の

う

ち

国

側

が

敗

訴

し

た

も

の

は

８

件

（

全

部

敗

訴

６

件

、

一

部

敗

訴

２

件

）

で

、

敗

訴

割

合

は

同

０

・

８

㌽

減

の

４

・

０

％

（

全

部

３

・

０

％

、

一

部

１

・

０

％

）

だ

っ

た

。

　

国

側

敗

訴

８

件

の

内

訳

は

、

法

人

税

７

件

（

全

部

５

件

、

一

部

２

件

）

、

相

続

税

１

件

（

全

部

）

と

な

っ

て

い

る

。

審

級

別

で

見

る

と

、

第

１

審

が

６

件

（

法

人

税

５

件

、

相

続

税

１

件

）

、

控

訴

審

が

２

件

（

法

人

税

）

だ

っ

た

。

　

な

お

、

国

側

敗

訴

８

件

の

う

ち

、

４

件

は

上

級

審

で

係

属

中

だ

（

控

訴

審

３

件

、

上

告

審

１

件

で

、

す

べ

て

法

人

税

）

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

財

政

制

度

等

審

議

会

（

財

務

相

の

諮

問

機

関

）

は

�

日

、

第

�

回

国

有

財

産

分

科

会

を

開

催

し

た

。

そ

の

中

で

、

相

続

土

地

国

庫

帰

属

制

度

に

よ

り

国

庫

に

帰

属

し

た

土

地

に

つ

い

て

、

民

間

へ

の

売

却

を

促

進

す

る

た

め

、

需

要

の

動

向

を

確

認

し

た

う

え

で

、

評

価

額

を

段

階

的

に

引

き

下

げ

、

最

大

で

�

％

減

額

す

る

こ

と

が

で

き

る

仕

組

み

が

示

さ

れ

た

。

　

日

本

商

工

会

議

所

（

小

林

健

会

頭

）

は

こ

の

ほ

ど

、

「

成

長

型

経

済

を

牽

引

す

る

『

強

靭

な

観

光

地

域

づ

く

り

』

の

推

進

に

向

け

て

～

激

変

す

る

環

境

に

対

応

し

、

官

民

連

携

で

新

た

な

付

加

価

値

創

出

を

～

」

を

公

表

し

た

。

　

同

意

見

書

は

、

今

年

３

月

に

閣

議

決

定

さ

れ

た

「

第

５

次

観

光

立

国

推

進

基

本

計

画

」

の

着

実

な

推

進

と

強

靭

な

観

光

地

域

づ

く

り

の

実

現

に

向

け

た

具

体

的

な

要

望

項

目

や

、

足

元

で

観

光

産

業

に

深

刻

な

影

響

を

与

え

て

い

る

中

東

情

勢

に

関

す

る

重

点

要

望

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

　

税

制

関

係

で

は

例

え

ば

、

中

東

情

勢

の

影

響

下

で

自

己

変

革

に

挑

む

観

光

関

連

事

業

者

へ

の

強

力

な

後

押

し

と

し

て

、

中

長

期

的

な

経

営

基

盤

強

化

に

資

す

る

調

達

先

の

多

角

化

や

省

エ

ネ

設

備

導

入

支

援

な

ど

、

中

東

情

勢

の

影

響

を

克

服

す

べ

く

自

己

変

革

に

挑

む

観

光

関

連

事

業

者

へ

の

時

勢

に

即

し

た

支

援

策

を

講

じ

ら

れ

た

い

と

し

て

、

省

エ

ネ

設

備

導

入

に

向

け

た

税

財

政

面

に

お

け

る

支

援

な

ど

を

要

望

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

国

際

観

光

旅

客

税

を

活

用

し

た

広

域

か

ら

の

来

訪

者

を

増

加

さ

せ

る

イ

ン

フ

ラ

整

備

の

促

進

や

、

地

域

の

実

情

に

即

し

た

広

域

観

光

の

推

進

、

地

域

公

共

交

通

の

維

持

と

併

せ

て

、

Ｍ

ａ

ａ

Ｓ

（

次

世

代

交

通

サ

ー

ビ

ス

）

や

公

共

ラ

イ

ド

シ

ェ

ア

の

推

進

等

に

よ

る

ソ

フ

ト

面

の

整

備

も

一

体

と

し

て

取

り

組

み

、

需

要

創

出

を

図

る

べ

き

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

全

国

間

税

会

総

連

合

会

（

迫

本

淳

一

会

長

）

は

�

日

、

東

京

都

千

代

田

区

の

主

婦

会

館

プ

ラ

ザ

エ

フ

で

揮

発

油

税

中

央

セ

ミ

ナ

ー

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

　

こ

れ

は

、

全

国

の

石

油

精

製

・

石

油

化

学

会

社

の

揮

発

油

税

に

関

す

る

実

務

担

当

者

を

対

象

に

行

っ

て

い

る

も

の

で

、

今

回

は

、

�

人

が

参

加

し

た

。

　

冒

頭

、

同

連

合

会

の

藤

井

誠

専

務

理

事

が

開

講

あ

い

さ

つ

を

し

た

後

、

国

税

庁

課

税

部

消

費

税

室

の

五

里

地

圭

諸

税

第

一

係

長

が

講

師

と

な

り

、

石

油

関

連

諸

税

の

概

要

・

揮

発

油

税

の

課

税

物

件

、

納

税

義

務

の

成

立

・

場

内

消

費

、

免

税

制

度

な

ど

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

説

明

。

最

後

に

質

疑

応

答

を

行

っ

た

。

　

公

正

取

引

委

員

会

は

�

日

、

令

和

７

年

度

に

お

け

る

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

・

事

業

者

間

取

引

適

正

化

等

法

第

２

章

の

運

用

状

況

な

ど

を

公

表

し

た

。

同

法

は

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

と

の

業

務

委

託

取

引

に

つ

い

て

、

取

引

の

適

正

化

等

の

観

点

か

ら

、

発

注

事

業

者

が

守

る

べ

き

義

務

と

禁

止

行

為

を

定

め

た

も

の

で

、

６

年

�

月

に

施

行

さ

れ

て

い

る

。

７

年

度

の

同

運

用

状

況

に

よ

る

と

、

違

反

被

疑

事

件

の

処

理

と

し

て

、

指

導

は

１

５

４

２

件

、

勧

告

は

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

同

法

の

規

定

に

違

反

す

る

事

実

が

あ

る

と

し

て

公

取

委

に

申

出

が

さ

れ

た

件

数

は

６

０

４

件

だ

っ

た

。

な

お

、

６

年

度

の

指

導

は

�

件

、

勧

告

は

０

件

、

申

出

は

�

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

違

反

事

件

に

係

る

指

導

・

勧

告

の

件

数

を

業

種

別

に

み

る

と

、

情

報

通

信

業

が

５

７

５

件

で

最

も

多

く

、

学

術

研

究

、

専

門

・

技

術

サ

ー

ビ

ス

業

が

３

２

６

件

、

運

輸

業

、

郵

便

業

が

１

３

５

件

、

卸

売

業

、

小

売

業

が

１

２

１

件

、

建

設

業

が

１

１

０

件

と

続

い

て

い

る

。

　

違

反

行

為

を

類

型

別

に

み

る

と

、

「

期

日

に

お

け

る

報

酬

の

支

払

義

務

違

反

」

が

最

も

多

く

１

１

３

５

件

で

全

体

の

�

・

６

％

、

「

取

引

条

件

の

明

示

義

務

違

反

」

が

１

１

２

６

件

で

同

�

・

３

％

、

「

買

い

た

た

き

」

が

２

５

０

件

で

同

９

・

２

％

と

な

っ

て

お

り

、

こ

れ

ら

三

つ

の

行

為

類

型

で

全

体

の

９

割

超

を

占

め

て

い

る

。

　

な

お

、

７

年

度

に

お

い

て

、

フ

リ

ー

ラ

ン

ス

（

特

定

受

託

事

業

者

）

が

被

っ

た

不

利

益

に

つ

い

て

、

発

注

事

業

者

（

特

定

業

務

委

託

事

業

者

）

か

ら

、

特

定

受

託

事

業

者

に

対

し

、

総

額

１

７

３

４

万

円

の

原

状

回

復

が

行

わ

れ

た

と

し

て

い

る

。

　

　

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

藤

波

一

博

会

長

）

は

�

日

、

都

内

で

第

�

回

定

時

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

江

島

一

彦

長

官

、

田

原

芳

幸

次

長

を

は

じ

め

と

す

る

国

税

庁

幹

部

、

総

務

省

自

治

税

務

局

の

福

田

毅

官

房

審

議

官

（

税

務

担

当

）

、

関

係

民

間

団

体

の

幹

部

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

冒

頭

、

藤

波

会

長

が

「

中

学

生

の

『

税

に

つ

い

て

の

作

文

』

事

業

に

つ

い

て

は

、

税

務

署

に

お

け

る

内

部

事

務

の

業

務

セ

ン

タ

ー

へ

の

移

行

に

伴

い

、

従

前

か

ら

の

税

務

署

の

サ

ポ

ー

ト

が

期

待

で

き

な

い

状

況

に

な

っ

て

い

る

。

全

納

連

と

し

て

は

国

税

庁

と

の

一

層

の

協

力

体

制

を

築

い

て

い

く

所

存

だ

が

、

各

納

税

貯

蓄

組

合

に

お

か

れ

ま

し

て

は

、

引

き

続

き

募

集

活

動

や

作

文

審

査

の

自

律

的

体

制

の

強

化

を

お

願

い

し

た

い

」

な

ど

と

あ

い

さ

つ

＝

写

真

。

　

続

い

て

議

事

に

入

り

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

の

議

案

が

承

認

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

総

会

に

引

き

続

い

て

懇

親

会

が

催

さ

れ

、

全

国

か

ら

集

ま

っ

た

役

員

・

代

議

員

が

親

睦

を

深

め

た

。

　

国

庫

に

帰

属

し

た

土

地

は

、

市

場

性

に

乏

し

い

も

の

が

多

く

、

長

期

間

保

有

し

続

け

る

こ

と

が

想

定

さ

れ

る

と

こ

ろ

、

売

却

の

可

能

性

が

見

込

ま

れ

る

も

の

は

、

通

常

の

売

却

手

続

に

則

っ

て

、

公

的

取

得

等

要

望

の

受

付

後

、

一

般

競

争

入

札

に

付

さ

れ

て

い

る

。

　

し

か

し

、

令

和

８

年

３

月

末

時

点

で

国

庫

に

帰

属

し

た

２

６

０

６

件

の

う

ち

、

財

務

局

等

が

引

き

受

け

た

約

１

６

０

０

件

で

、

売

却

に

至

っ

た

も

の

は

な

い

と

し

て

い

る

。

　

そ

こ

で

、

隣

接

土

地

所

有

者

へ

の

「

随

意

契

約

」

の

活

用

、

測

量

や

境

界

確

定

協

議

な

ど

行

わ

な

い

「

現

状

有

姿

売

買

」

の

導

入

、

簡

易

な

評

価

手

法

の

適

用

（

鑑

定

評

価

で

は

な

く

職

員

評

価

）

と

い

っ

た

処

分

等

手

続

を

柔

軟

化

す

る

対

応

を

進

め

て

い

る

と

こ

ろ

、

簡

易

な

評

価

手

法

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

算

定

方

法

等

の

見

直

し

を

行

う

方

針

が

示

さ

れ

た

。

　

具

体

的

に

は

、

簡

易

な

評

価

手

法

に

お

い

て

、

①

適

用

対

象

と

す

る

土

地

の

基

準

見

直

し

、

②

評

価

額

に

つ

い

て

「

取

引

の

条

件

」

に

よ

る

修

正

、

③

評

価

額

に

つ

い

て

「

市

場

の

反

応

」

に

応

じ

た

修

正

を

す

る

。

　

②

で

は

、

国

庫

に

帰

属

し

た

土

地

に

つ

い

て

、

財

産

情

報

及

び

買

受

け

の

判

断

に

当

た

っ

て

参

考

と

な

る

価

格

を

財

務

局

等

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

、

３

カ

月

間

、

公

的

取

得

要

望

及

び

一

般

の

買

受

け

等

の

要

望

を

受

け

付

け

、

受

付

期

間

終

了

後

、

国

庫

に

帰

属

し

た

土

地

を

随

意

契

約

に

よ

り

売

却

す

る

場

合

に

は

、

新

た

に

現

状

有

姿

に

よ

る

売

買

を

導

入

す

る

と

し

た

。

そ

の

際

、

契

約

の

特

約

条

項

に

よ

り

国

（

売

主

）

が

負

う

べ

き

将

来

コ

ス

ト

や

損

害

リ

ス

ク

が

買

主

に

移

転

さ

れ

る

た

め

、

こ

う

し

た

リ

ス

ク

の

移

転

（

取

引

の

条

件

）

を

適

切

に

反

映

す

る

た

め

、

評

価

額

に

つ

い

て

�

％

減

額

を

標

準

と

す

る

と

し

た

。

　

③

で

は

、

受

付

期

間

終

了

時

に

要

望

が

な

か

っ

た

場

合

、

②

の

修

正

を

行

っ

た

上

で

引

き

続

き

同

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

し

て

、

要

望

の

受

付

を

行

い

、

そ

し

て

、

買

受

け

等

の

要

望

を

広

く

受

け

付

け

る

過

程

に

お

い

て

、

市

場

に

お

け

る

需

要

の

有

無

が

把

握

で

き

る

こ

と

か

ら

、

需

要

が

な

い

こ

と

を

そ

の

都

度

確

認

し

た

う

え

で

、

段

階

的

に

評

価

額

の

修

正

を

行

う

と

し

た

。

修

正

の

１

回

目

は

、

物

件

情

報

を

公

表

し

た

日

か

ら

起

算

し

て

３

カ

月

を

経

過

す

る

日

以

後

、

�

％

減

額

。

２

回

目

以

降

は

、

修

正

後

の

参

考

価

格

を

公

表

し

た

日

か

ら

起

算

し

て

３

カ

月

を

経

過

す

る

日

以

後

、

そ

の

都

度

�

％

減

額

と

し

た

（

残

価

率

の

下

限

は

�

％

）

。

　

資

料

で

は

、

②

と

③

を

活

用

し

た

場

合

の

評

価

額

の

推

移

と

し

て

、

当

初

算

定

さ

れ

た

評

価

額

を

「

１

０

０

」

と

し

た

場

合

、

②

の

�

％

減

額

で

「

�

」

と

な

り

、

そ

の

後

、

そ

こ

か

ら

３

カ

月

ご

と

に

③

の

�

％

減

額

に

よ

り

、

２

年

３

カ

月

後

に

「

７

」

と

な

る

図

が

示

さ

れ

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



１　「取消届出書」の効力と納税義務の免除

　インボイス発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適

格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」（以

下「取消届出書」といいます。）を提出することにより、イン

ボイス発行事業者の登録の効力を失わせることができます（消

法�の２⑩一）。取消届出書は、取り消したい課税期間の初日

から起算して�日前の日までに提出する必要があり（消令�の

５③）、期限を過ぎても取消届出書を提出することはできます

が、期限後に提出した場合には、登録の取消しは翌々課税期間

からとなります。

　また、登録に係る経過措置により登録を受けた場合（令和５

年�月１日を含む課税期間中に登録を受けた場合を除きます。）

は、原則として登録開始日以後２年を経過する日の属する課税

期間までの各課税期間について登録を取りやめたとしても、免

税事業者となることはできません（�年改正法附則�⑤）。し

たがって、例えば、令和６年２月１日に登録を受けた個人事業

者が令和８年１月１日から登録を取り消したい場合、令和７年

�月�日までに取消届出書を提出する必要がありますが、登録

日以後２年を経過する日（令和８年１月�日）の属する課税期

間である令和８年は課税事業者となります。すなわち、この場

合、登録取消し後、基準期間における課税売上高が１，０００万円

以下となったことにより免税事業者になることができるのは、

令和９年以降ということになります。なお、「課税事業者選択

届出書」を提出して登録を受けた事業者は、「課税事業者選択

不適用届出書」を提出しない限り、免税事業者になることはで

きません。

（注）「登録に係る経過措置」とは、免税事業者が、令和５年�

月１日から令和�年９月�日までの日の属する課税期間に

おいて、令和５年�月２日以後の日に登録を受ける場合に、

「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日（提

出日から�日以降の登録を受ける日として事業者が希望す

る日）を記載し、その登録希望日から登録を受けることが

できる制度で、この場合には「課税事業者選択届出書」を

提出する必要はありません（�年改正法附則�④、改正令

附則�②、消基通�―１－１）。

２　登録取消し後のインボイスの交付義務

　登録を取り止めるなどして、インボイス発行事業者でなくな

った後であっても、インボイス発行事業者であった間の交付義

務は消滅しませんので、インボイス発行事業者であった課税期

間において行った課税資産の譲渡等に係るものについては、引

き続き、取引の相手方（課税事業者に限ります。）の求めに応

じてインボイスを交付しなければなりません（消基通１－８－

８）。 （おわり）

　

国

税

通

則

法

�

条

に

よ

れ

ば

、

重

加

算

税

は

、

「

納・

税

者

が

そ

の

国

税

の

課

税

標

準

等

又

は

税

額

等

の

計

算

・

・

の

基

礎

と

な

る

べ

き

事

実

の

全

部

又

は

一

部

を

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

…

…

」

（

傍

点

＝

筆

者

）

し

た

と

き

に

課

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

が

、

こ

の

場

合

の

「

納

税

者

」

と

は

、

国

税

通

則

法

２

条

５

号

に

お

い

て

、

次

の

よ

う

に

定

義

さ

れ

て

い

る

。

　

「

国

税

に

関

す

る

法

律

の

規

定

に

よ

り

国

税

（

源

泉

徴

収

等

に

よ

る

国

税

を

除

く

。

）

を

納

め

る

義

務

が

あ

る

者

（

〈

略

〉

）

及

び

源

泉

徴

収

等

に

よ

る

国

税

を

徴

収

し

て

国

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

者

を

い

う

。

」

。

し

た

が

っ

て

、

国

税

通

則

法

の

文

理

の

み

に

こ

だ

わ

っ

て

解

釈

す

る

と

、

隠

蔽

又

は

仮

装

の

行

為

者

は

、

個

人

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

本

人

に

限

定

す

べ

き

で

あ

り

、

法

人

に

つ

い

て

は

、

そ

の

法

人

を

代

表

す

る

代

表

取

締

役

等

代

表

権

を

有

す

る

も

の

に

限

定

す

べ

き

で

あ

る

と

す

る

考

え

方

も

あ

り

得

よ

う

。

　

し

か

し

な

が

ら

、

重

加

算

税

制

度

が

納

税

義

務

違

反

に

対

す

る

行

政

制

裁

で

あ

る

こ

と

、

か

か

る

納

税

義

務

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

本

人

以

外

の

従

業

員

等

の

補

助

者

又

は

納

税

申

告

の

委

任

を

受

け

た

代

理

人

が

当

該

国

税

の

課

税

標

準

等

の

計

算

に

従

事

す

る

こ

と

等

に

よ

り

履

行

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

こ

と

、

重

加

算

税

の

よ

う

な

行

政

制

裁

よ

り

も

一

層

厳

し

い

要

件

の

下

に

罰

せ

ら

れ

る

逋

脱

犯

に

対

し

て

は

、

「

代

理

人

、

使

用

人

そ

の

他

の

従

業

者

」

が

脱

税

行

為

を

し

た

場

合

に

は

罰

則

規

定

が

別

途

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

（

所

法

２

４

２

条

等

）

等

か

ら

み

て

、

国

税

通

則

法

�

条

の

規

定

は

、

隠

蔽

又

は

仮

装

の

行

為

者

を

納

税

者

本

人

に

限

定

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

い

た

も

の

と

は

解

し

得

な

い

で

あ

ろ

う

。

　

そ

し

て

、

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

学

説

、

判

例

と

も

否

定

し

て

い

な

い

。

例

え

ば

、

京

都

地

裁

平

成

４

年

３

月

�

日

判

決

は

、

「

納

税

者

自

身

が

、

隠

蔽

、

仮

装

行

為

を

行

う

の

は

も

と

よ

り

の

こ

と

、

納

税

者

が

他

人

に

そ

の

納

税

申

告

を

一

任

し

た

場

合

、

そ

の

受

任

者

又

は

そ

の

受

任

者

が

租

税

を

逋

脱

す

る

目

的

を

も

っ

て

、

故

意

に

前

示

起

訴

事

実

を

隠

蔽

又

は

仮

装

し

た

場

合

に

も

、

特

段

の

事

情

が

な

い

限

り

、

同

条

項

に

い

う

納

税

者

が

「

隠

蔽

し

、

又

は

仮

装

し

た

」

に

該

当

す

る

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

」

と

判

示

し

て

い

る

。

　

も

っ

と

も

、

納

税

者

以

外

の

者

に

つ

い

て

、

ど

の

範

囲

ま

で

納

税

者

と

同

視

し

得

る

か

に

つ

い

て

は

、

納

税

者

と

税

務

処

理

を

委

任

さ

れ

た

受

任

者

と

の

関

係

、

又

は

税

目

に

よ

っ

て

異

な

る

こ

と

に

な

る

の

で

留

意

を

要

す

る

。

　

例

え

ば

、

所

得

税

に

つ

い

て

は

、

未

成

年

の

納

税

者

に

つ

い

て

親

が

税

務

代

理

を

す

る

と

か

、

納

税

者

の

配

偶

者

が

税

務

代

理

す

る

と

か

、

納

税

者

の

事

業

を

任

さ

れ

た

従

業

員

が

税

務

処

理

を

す

る

―

―

等

の

こ

と

は

よ

く

見

受

け

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

が

、

こ

れ

ら

の

者

の

税

務

処

理

は

、

概

ね

納

税

者

の

行

為

と

同

視

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

ま

た

、

相

続

税

に

つ

い

て

は

、

被

相

続

人

の

隠

蔽

・

仮

装

行

為

が

ま

ま

問

題

と

な

る

が

、

相

続

人

が

被

相

続

人

の

隠

蔽

・

仮

装

行

為

を

認

識

し

て

い

る

場

合

に

は

、

相

続

人

の

行

為

と

同

視

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

。

ま

た

、

相

続

人

が

被

相

続

人

の

隠

蔽

・

仮

装

行

為

を

認

識

し

て

い

な

く

て

も

、

そ

れ

を

知

り

得

る

状

態

に

あ

っ

た

場

合

に

は

、

同

様

に

解

せ

ら

れ

る

可

能

性

が

高

い

の

で

留

意

を

要

す

る

。

　

最

も

問

題

と

な

る

の

が

、

法

人

税

の

場

合

で

あ

る

。

法

人

の

組

織

が

大

き

い

場

合

に

は

、

会

計

処

理

や

税

務

処

理

は

分

担

し

て

行

わ

れ

る

の

で

、

そ

の

分

担

者

の

ど

の

範

囲

ま

で

納

税

者

の

行

為

と

同

視

し

得

る

か

が

問

題

と

な

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

、

国

税

庁

の

重

加

算

税

通

達

で

は

、

隠

蔽

又

は

仮

装

の

行

為

者

に

関

し

て

何

ら

触

れ

て

い

な

い

の

で

、

法

人

の

会

計

・

税

務

処

理

に

お

い

て

不

正

事

実

が

存

在

し

て

い

れ

ば

、

行

為

者

の

如

何

に

か

か

わ

ら

ず

、

す

べ

て

重

加

算

税

の

対

象

に

な

る

よ

う

に

も

解

さ

れ

る

。

も

っ

と

も

、

有

力

な

学

説

で

は

、

「

行

為

者

に

つ

い

て

は

納

税

者

本

人

と

同

一

利

害

集

団

に

属

す

る

者

に

限

ら

れ

る

」

と

す

る

考

え

方

も

あ

る

の

で

、

個

々

の

事

案

に

お

い

て

、

重

加

算

税

の

課

否

が

問

題

に

な

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

　

も

う

一

つ

の

問

題

は

、

納

税

申

告

の

委

任

を

受

け

た

税

理

士

の

不

正

行

為

で

あ

る

。

こ

の

場

合

に

は

、

原

則

と

し

て

、

納

税

者

本

人

の

行

為

と

同

視

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

が

、

従

前

の

裁

判

例

で

は

、

税

理

士

の

選

任

等

に

落

ち

度

が

な

か

っ

た

場

合

、

あ

る

い

は

税

理

士

と

税

務

職

員

が

共

謀

し

て

脱

税

し

た

場

合

等

に

は

、

納

税

者

の

責

に

帰

す

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

い

る

の

で

、

留

意

を

要

す

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

法

人

税

実

務

で

直

面

す

る

教

科

書

に

は

載

っ

て

い

な

い

悩

ま

し

い

テ

ー

マ

に

つ

い

て

、

法

令

通

達

・

裁

判

例

等

の

動

向

も

踏

ま

え

て

実

務

に

即

し

て

解

説

し

た

の

が

本

書

。

　

課

税

当

局

に

お

け

る

見

解

が

明

ら

か

で

な

い

法

人

税

関

係

の

主

な

諸

問

題

を

採

り

上

げ

、

実

務

に

沿

っ

た

取

扱

い

や

そ

の

考

え

方

に

つ

い

て

、

Ｑ

＆

Ａ

方

式

で

平

易

に

解

説

。

　

法

人

税

実

務

の

現

場

で

直

面

す

る

細

部

に

わ

た

る

泥

臭

い

事

例

に

つ

い

て

、

通

達

・

裁

判

例

等

の

主

旨

・

動

向

も

寄

り

ど

こ

ろ

に

、

問

題

解

決

の

糸

口

を

つ

か

む

こ

と

が

可

能

と

な

る

実

務

に

欠

か

せ

な

い

類

書

の

な

い

１

冊

。

　

「

ド

ロ

ー

ン

」

に

対

す

る

適

用

耐

用

年

数

な

ど

、

法

令

通

達

等

か

ら

だ

け

で

は

判

断

し

が

た

い

新

し

い

問

題

に

つ

い

て

も

、

そ

の

基

本

的

な

考

え

方

か

ら

、

資

産

を

貸

与

し

た

場

合

に

つ

い

て

は

原

則

と

し

て

少

額

減

価

償

却

資

産

の

一

時

償

却

の

特

例

の

適

用

が

認

め

ら

れ

な

い

点

等

、

応

用

的

な

問

題

ま

で

言

及

し

て

解

説

。

　

令

和

９

年

４

月

か

ら

適

用

さ

れ

る

新

リ

ー

ス

会

計

基

準

と

そ

れ

に

伴

う

税

務

の

調

整

問

題

に

も

い

ち

早

く

対

応

し

て

、

具

体

的

か

つ

明

瞭

に

解

説

。

計

１

０

１

の

事

例

を

掲

載

。

　

Ａ

５

判

、

４

６

８

ペ

ー

ジ

。

定

価

３

６

３

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

実

地

調

査

の

事

前

通

知

後

、

調

査

前

に

期

限

後

申

告

が

さ

れ

、

調

査

を

経

て

無

申

告

加

算

税

賦

課

決

定

処

分

が

さ

れ

た

ケ

ー

ス

で

、

同

期

限

後

申

告

は

同

決

定

を

「

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

な

い

と

き

」

に

該

当

し

な

い

と

し

た

事

例

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

か

ら

実

地

調

査

に

係

る

事

前

通

知

を

受

け

た

後

に

所

得

税

等

の

期

限

後

申

告

書

を

提

出

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

期

限

後

申

告

書

の

提

出

は

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

な

ど

と

し

て

無

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

処

分

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

期

限

後

申

告

書

の

提

出

時

に

調

査

が

あ

っ

た

と

は

い

え

な

い

な

ど

と

し

て

、

処

分

の

一

部

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

や

が

て

決

定

に

至

る

こ

と

を

認

識

し

た

上

で

期

限

後

申

告

書

を

提

出

し

た

と

認

定

し

、

処

分

は

適

法

だ

っ

た

と

し

た

（

令

和

７

年

�

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

Ａ

社

に

勤

務

し

、

令

和

元

年

か

ら

５

年

に

か

け

て

Ａ

社

か

ら

給

与

（

本

件

給

与

）

の

支

払

を

受

け

て

い

た

。

他

方

、

請

求

人

は

Ｂ

社

に

顧

客

の

紹

介

ま

た

は

情

報

の

提

供

を

す

る

こ

と

に

よ

り

、

元

年

か

ら

５

年

に

か

け

て

Ｂ

社

か

ら

報

酬

（

本

件

報

酬

）

の

支

払

を

受

け

て

い

た

。

請

求

人

は

元

年

、

２

年

、

３

年

、

４

年

、

５

年

の

各

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

い

ず

れ

も

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

な

か

っ

た

。

　

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

は

６

年

５

月

�

日

、

請

求

人

に

電

話

で

、

請

求

人

の

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

納

税

義

務

の

有

無

の

確

認

の

た

め

に

実

地

調

査

を

行

う

旨

の

通

知

（

本

件

事

前

通

知

）

を

行

い

、

同

月

�

日

午

前

�

時

か

ら

請

求

人

の

自

宅

で

実

地

調

査

を

実

施

す

る

こ

と

と

な

っ

た

。

同

職

員

は

本

件

事

前

通

知

に

あ

わ

せ

て

、

請

求

人

に

、

本

件

報

酬

に

係

る

資

料

を

提

出

す

る

よ

う

依

頼

し

た

。

　

同

職

員

が

６

年

５

月

�

日

、

請

求

人

に

電

話

で

本

件

報

酬

に

係

る

資

料

の

準

備

状

況

を

確

認

し

た

と

こ

ろ

、

請

求

人

か

ら

当

該

資

料

の

準

備

が

で

き

た

旨

回

答

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

同

月

�

日

の

調

査

の

前

に

、

同

月

�

日

に

請

求

人

が

当

該

資

料

を

持

参

し

て

税

務

署

内

で

面

接

す

る

旨

を

約

し

た

。

　

本

件

税

理

士

は

６

年

５

月

�

日

、

原

処

分

庁

に

対

し

て

請

求

人

の

税

務

代

理

人

と

な

る

旨

の

税

務

代

理

権

限

証

書

を

提

出

し

た

。

　

同

職

員

は

６

年

５

月

�

日

、

本

件

税

理

士

に

電

話

で

本

件

事

前

通

知

と

同

旨

の

通

知

を

行

っ

た

と

こ

ろ

、

本

件

税

理

士

か

ら

同

月

�

日

に

税

務

署

内

で

予

定

さ

れ

て

い

る

請

求

人

と

の

面

接

を

同

月

�

日

に

変

更

し

、

調

査

場

所

も

請

求

人

の

自

宅

を

避

け

て

ほ

し

い

旨

の

申

出

が

あ

っ

た

こ

と

か

ら

、

同

日

に

延

期

す

る

旨

と

調

査

場

所

を

税

務

署

に

変

更

す

る

旨

を

伝

え

た

。

　

本

件

税

理

士

は

６

年

５

月

�

日

、

本

件

各

年

分

に

係

る

所

得

税

等

に

つ

い

て

各

期

限

後

申

告

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

た

。

本

件

各

期

限

後

申

告

は

、

本

件

給

与

に

係

る

給

与

所

得

お

よ

び

本

件

報

酬

に

係

る

事

業

所

得

に

つ

い

て

申

告

す

る

も

の

だ

っ

た

。

　

同

職

員

は

６

年

５

月

�

日

、

実

地

調

査

を

実

施

し

、

請

求

人

お

よ

び

本

件

税

理

士

に

本

件

報

酬

に

係

る

業

務

の

概

要

、

本

件

報

酬

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

経

緯

、

本

件

報

酬

に

係

る

収

入

金

額

及

び

必

要

経

費

等

に

つ

い

て

質

問

検

査

を

行

っ

た

。

原

処

分

庁

は

６

年

�

月

�

日

付

で

、

本

件

各

期

限

後

申

告

に

つ

い

て

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

無

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

各

賦

課

決

定

処

分

に

係

る

各

賦

課

決

定

通

知

書

に

は

、

各

期

限

後

申

告

書

は

調

査

の

結

果

に

基

づ

く

も

の

で

あ

る

た

め

、

決

定

を

予

知

し

な

い

期

限

後

申

告

書

に

は

該

当

し

な

い

旨

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

係

る

無

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

に

不

服

が

あ

る

と

し

て

６

年

�

月

７

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

各

期

限

後

申

告

書

の

提

出

が

国

税

通

則

法

�

条

１

項

括

弧

書

に

規

定

す

る

「

そ

の

申

告

に

係

る

国

税

に

つ

い

て

の

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

当

該

国

税

に

つ

い

て

更

正

又

は

決

定

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

な

い

と

き

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

事

前

通

知

を

受

け

た

後

、

実

地

調

査

開

始

前

に

各

期

限

後

申

告

書

を

原

処

分

庁

に

提

出

し

て

お

り

、

原

処

分

庁

は

各

期

限

後

申

告

書

が

提

出

さ

れ

る

前

に

請

求

人

に

対

し

て

課

税

標

準

等

ま

た

は

税

額

等

に

つ

い

て

何

ら

示

し

て

い

な

い

か

ら

、

請

求

人

の

各

期

限

後

申

告

書

の

提

出

は

「

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

そ

の

申

告

に

係

る

国

税

に

つ

い

て

決

定

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

な

い

と

き

」

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

原

処

分

庁

は

、

本

件

給

与

お

よ

び

本

件

報

酬

が

支

払

わ

れ

て

い

る

こ

と

や

請

求

人

の

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

確

定

申

告

が

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

把

握

し

た

上

で

、

請

求

人

に

対

し

て

、

本

件

報

酬

に

係

る

資

料

を

提

出

す

る

よ

う

依

頼

す

る

と

と

も

に

、

質

問

調

査

等

を

実

施

す

る

た

め

の

日

程

調

整

等

を

行

っ

た

こ

と

等

か

ら

す

れ

ば

、

請

求

人

が

本

件

報

酬

に

つ

い

て

確

定

申

告

を

し

て

い

な

い

不

適

正

な

も

の

で

あ

る

こ

と

が

発

覚

し

、

決

定

に

至

る

で

あ

ろ

う

と

い

う

こ

と

が

客

観

的

に

相

当

程

度

の

確

実

性

を

も

っ

て

認

め

ら

れ

る

段

階

に

達

し

て

い

た

と

い

う

べ

き

で

あ

る

。

　

ま

た

、

請

求

人

は

取

引

先

に

対

す

る

実

地

調

査

に

係

る

取

引

先

調

査

に

お

い

て

、

原

処

分

庁

所

属

の

職

員

か

ら

、

取

引

先

と

の

取

引

状

況

等

を

聴

取

さ

れ

て

い

た

上

、

原

処

分

庁

か

ら

本

件

事

前

通

知

を

受

け

た

際

に

、

実

地

調

査

の

目

的

が

請

求

人

の

所

得

税

等

の

納

税

義

務

の

有

無

の

確

認

で

あ

る

こ

と

の

説

明

を

受

け

、

本

件

給

与

以

外

の

所

得

の

有

無

を

問

わ

れ

て

い

た

こ

と

等

か

ら

す

れ

ば

、

や

が

て

決

定

に

至

る

べ

き

こ

と

を

認

識

し

た

上

で

本

件

各

期

限

後

申

告

書

を

提

出

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

　

よ

っ

て

、

本

件

各

期

限

後

申

告

書

の

提

出

は

、

通

則

法

�

条

１

項

に

規

定

す

る

「

調

査

が

あ

っ

た

こ

と

に

よ

り

そ

の

申

告

に

係

る

国

税

に

つ

い

て

決

定

が

あ

る

べ

き

こ

と

を

予

知

し

て

さ

れ

た

も

の

で

な

い

と

き

」

に

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

杉

江

が

ひ

と

り

調

査

法

人

を

訪

れ

る

と

、

会

議

室

に

は

５

人

の

社

員

が

待

っ

て

い

た

。

　

名

刺

交

換

を

終

え

、

３

人

掛

け

の

事

務

机

し

も

い

に

座

る

と

、

経

理

部

の

下

井

部

長

が

、

隣

に

腰

掛

け

た

初

老

の

男

を

紹

介

し

た

。

か

た

ぎ

り

「

以

前

弊

社

の

経

理

部

長

だ

っ

た

片

桐

さ

ん

で

す

。

杉

江

調

査

官

か

ら

電

話

を

頂

戴

し

、

さ

ん

ぺ

い

ひ

が

三

平

運

輸

の

比

嘉

社

長

の

貸

倒

損

失

に

つ

い

て

確

認

し

た

い

と

の

話

で

し

た

の

で

、

�

年

ほ

ど

前

に

退

職

し

た

片

桐

さ

ん

に

来

て

も

ら

っ

た

ん

で

す

。

片

桐

さ

ん

は

私

の

大

先

輩

で

、

師

匠

み

た

い

な

存

在

で

し

て

ね

」

　

下

井

は

破

顔

一

笑

し

、

片

桐

を

見

た

。

「

い

え

、

反

面

教

師

で

す

わ

。

た

だ

当

時

の

事

情

を

知

っ

て

い

る

者

と

し

て

、

ご

説

明

で

き

れ

ば

と

思

い

ま

し

て

」

そ

う

し

ん

　

片

桐

は

、

座

し

た

ま

ま

痩

身

を

折

っ

た

。

「

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

す

。

で

は

、

端

的

に

お

聞

き

し

ま

す

が

、

個

人

の

比

嘉

氏

に

金

・

・

・

銭

貸

付

を

さ

れ

て

い

た

の

で

し

ょ

う

か

」

　

え

え

、

片

桐

は

大

き

く

１

つ

頷

く

と

、

「

比

嘉

さ

ん

が

、

ぜ

ひ

債

務

引

受

を

し

た

い

と

申

し

出

ら

れ

た

も

の

で

す

か

ら

」

「

ご

本

人

が

？

　

ど

う

い

う

こ

と

で

す

」

「

比

嘉

さ

ん

が

多

摩

地

域

に

あ

る

三

平

運

輸

の

社

長

を

し

て

い

た

こ

と

は

ご

存

知

で

す

か

」

　

守

秘

義

務

の

関

係

か

ら

、

は

い

、

と

は

言

え

ず

、

杉

江

は

首

を

横

に

振

っ

た

。

そ

れ

を

見

た

片

桐

は

、

で

は

、

と

言

い

語

り

始

め

た

。

◇

　

　

　

◇

　

　

　

◇

　

三

平

運

輸

株

式

会

社

の

前

身

は

、

多

摩

の

地

元

出

身

者

が

、

個

人

で

営

ん

で

い

た

運

送

事

業

者

で

し

た

。

　

個

人

時

代

か

ら

弊

社

と

は

取

引

が

あ

り

、

た

い

ら

そ

こ

に

、

沖

縄

出

身

の

同

じ

平

良

姓

を

名

乗

る

３

人

が

働

き

に

き

た

ん

で

す

。

�

代

の

若

い

３

人

は

一

生

懸

命

働

き

、

そ

ん

な

働

き

ぶ

り

に

弊

社

の

配

送

担

当

者

も

好

感

を

持

ち

、

弊

社

か

ら

の

発

注

依

頼

も

徐

々

に

増

え

て

い

っ

た

の

で

す

。

　

弊

社

は

上

場

企

業

の

子

会

社

で

す

か

ら

、

取

引

先

も

法

人

事

業

者

が

志

向

さ

れ

ま

す

。

そ

ん

な

話

を

当

時

の

経

営

者

に

し

た

と

こ

ろ

、

私

は

高

齢

な

の

で

若

い

３

人

に

事

業

を

譲

り

た

い

と

。

弊

社

と

し

て

は

、

特

段

口

出

し

す

る

こ

と

で

も

な

く

、

ま

た

３

人

へ

の

信

頼

も

厚

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

２

つ

返

事

。

さ

ん

ぺ

い

　

そ

う

し

て

設

立

さ

れ

た

の

が

、

三

平

運

輸

。

た

い

ら

　

沖

縄

出

身

の

３

人

の

姓

は

「

平

良

」

。

た

た

い

ら

だ

、

本

土

で

は

「

平

」

の

漢

字

が

一

般

的

。

さ

ん

ぺ

い

そ

こ

で

、

３

人

の

平

で

、

「

三

平

運

輸

」

に

。

　

そ

の

後

の

三

平

運

輸

の

業

績

は

、

上

々

だ

っ

た

と

聞

い

て

い

ま

す

。

弊

社

か

ら

の

依

頼

の

ル

ー

ト

輸

送

の

許

認

可

ば

か

り

か

、

現

在

は

廃

止

さ

れ

ま

し

た

が

、

特

定

地

域

の

配

送

許

可

も

取

得

し

、

事

業

を

拡

大

し

て

い

っ

た

。

　

そ

う

し

た

中

、

弊

社

の

親

会

社

が

、

海

外

へ

製

造

拠

点

を

拡

大

す

る

こ

と

を

決

定

し

、

当

社

で

製

造

し

た

部

材

の

半

数

あ

ま

り

を

、

横

浜

港

か

ら

輸

出

す

る

こ

と

に

な

っ

た

の

で

す

。

そ

こ

で

運

搬

を

頼

め

る

会

社

を

探

し

た

の

で

す

が

、

時

は

バ

ブ

ル

経

済

。

物

流

業

界

は

活

況

を

呈

し

人

手

が

な

く

、

ど

こ

も

受

け

て

く

れ

ま

せ

ん

。

　

す

る

と

弊

社

の

事

業

担

当

常

務

が

、

『

モ

ノ

を

運

ぶ

手

段

が

あ

り

ま

せ

ん

な

ど

と

は

、

親

会

社

に

言

え

な

い

だ

ろ

う

。

子

会

社

が

グ

ル

ー

プ

全

体

の

戦

略

に

ブ

レ

ー

キ

を

か

け

て

ど

う

す

る

�

　

現

業

部

隊

は

忙

し

い

ん

だ

。

バ

ッ

ク

オ

フ

ィ

ス

で

暇

な

経

理

部

、

ど

こ

か

運

送

会

社

を

見

つ

け

て

こ

い

�

』

と

。

　

い

ろ

い

ろ

当

た

っ

て

み

た

と

こ

ろ

、

快

く

引

き

受

け

て

く

れ

た

の

が

三

平

運

輸

。

　

た

だ

、

三

平

運

輸

か

ら

打

診

が

あ

り

、

弊

よ

う

し

ゃ

社

は

得

意

先

も

増

え

、

人

も

傭

車

も

い

っ

ぱ

い

一

杯

。

で

き

れ

ば

自

社

で

車

両

購

入

を

は

か

り

た

い

。

つ

い

て

は

、

弊

社

か

ら

資

金

の

貸

し

付

け

を

お

願

い

で

き

な

い

か

と

。

「

い

く

ら

で

す

？

」

杉

江

が

問

う

た

。

「

５

千

万

で

す

。

む

ろ

ん

断

り

ま

し

た

。

す

る

と

、

例

の

常

務

が

、

当

社

と

の

実

績

も

あ

る

ん

だ

か

ら

、

い

い

だ

ろ

う

、

と

。

　

常

務

は

、

本

社

に

戻

り

た

い

一

心

だ

っ

た

ん

で

す

な

。

だ

か

ら

急

場

を

し

の

げ

る

の

で

あ

れ

ば

、

是

が

非

で

も

と

」

た

い

「

そ

の

契

約

は

、

当

然

、

会

社

対

会

社

で

あ

っ

た

わ

け

で

す

よ

ね

」

　

片

桐

の

眼

光

が

一

瞬

鋭

く

な

る

と

、

た

く

ら

「

え

え

、

そ

う

で

す

。

で

も

奴

ら

は

、

企

ん

で

い

た

ん

で

す

わ

」

「

奴

ら

っ

て

、

三

平

運

輸

の

こ

と

で

す

か

」

「

え

え

、

そ

う

で

す

。

た

し

か

に

仕

事

は

こ

な

し

て

く

れ

ま

し

た

。

向

こ

う

に

と

っ

て

は

収

入

が

増

え

も

し

た

か

ら

で

し

ょ

う

。

　

と

こ

ろ

が

、

返

済

期

限

が

到

来

し

た

と

こ

ろ

で

、

３

人

の

平

良

が

、

ど

ろ

～

ん

で

す

わ

」

【委託者の地位】

　公益信託の委託者の地位は、相続によって相続人に

承継されることはない（公益信託に関する法律�②）

が、受託者等の同意を得て又は信託行為に定めること

で地位を移転することは可能とされる（信託法１４６）。

ただし、委託者の変更は行政庁への変更手続きが必要

となる。

【株式の議決権行使に係る指図権】

　信託財産が非上場株式である場合の相続税等の株式

評価における同族株主の判定について財産評価基本通

達に明確な定めはない。公益法人が株式を保有する場

合についても特別の定めはなく、公益法人は原則独立

した一株主として扱われる。信託の場合、信託財産の

所有権は受託者にあり、かつ公益信託は受益者が存在

しないことから受託者が株式を有するとして判定する

と考えられる。しかし、信託財産である株式に係る指図

権が委託者にある場合、委託者が株式（議決権）を有す

るとみなして同族株主の判定をすることにも合理性が

あると考える。なお、このように委託者に指図権が留

保されたような場合には、財産を公益信託の信託財産

として拠出した場合のみなし譲渡所得課税の非課税措

置（租税特別措置法�）について、委託者に「特別の利

益」を与えたとみなされ、適用が認められないケースも

あると考えられ、その設計には注意が必要である。

【今後の活用の拡大】

　新しい公益信託制度は、信託財産として受け入れる

ことのできる資産の制約がなくなり、例えば有価証券

を拠出することも可能となり、併せて税制が整備され、

みなし譲渡所得課税の非課税措置の適用が整理された

ことや公益信託事務の範囲が広がったことで、従前よ

り利用しやすくなっている。保有財産の公益活動への

活用を考える者にとって、公益法人の設立とは別に公

益信託を選択する者が増えることが想定される。

　さらに、一定の要件を満たせば、営利企業も自然人

も公益信託の受託者となることが可能となったため、

公益信託の受託者が増えることも想定される。単独で

は公益信託の受託者の認可基準を満たすことが難しい

ようなケースにおいては、例えば弁護士や司法書士、

税理士、会計士など複数の専門家が共同受託すること

で、公益信託の認可を受けることも考えられる。引き

受け手が多様化し増加することで公益信託の利用の活

発化が期待される。 （おわり）

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　研修会では、下記の項目に従って、民事上の株価概

念とは異なる税務上の株価を考えます。

　①譲渡区分と譲渡価額別の税務の取扱い

　②法人税基本通達の確認

　③所得税基本通達の確認

　④株式の時価算定に係る重要裁判例（判例）の確認

　⑤令和２年９月�日付の資産課税課情報第�号の情報

　⑥売買価額の認識（売主：個人である場合）

　⑦取引相場のない株式の評価（譲渡分野）に係る裁

判例（判例）・裁決事例の検討

日　時　８月�日（火）～�日（水）の２日間

�：�～�：�（受付開始�：�）

※研修時間：�時間

会　場　福岡県中小企業振興センター

住所：福岡市博多区吉塚本町９－�

交通：ＪＲ「吉塚」駅　東口／徒歩約１分

　　　福岡市営地下鉄貝塚線「馬出九大病院

前」／徒歩約�分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年笹岡会

計事務所設立。現在、多くのクライアントの

税務申告代理を行っている一方、各税理士会

の「統一研修会」等の資産税の講師として活

躍している。

受講料　１名につき４０，０００円（税込・レジュメ代を含

む）※「税のしるべ」購読者の方は、割引価

格３２，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ。当日会場で配布いたし

ます。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込

フォームよりお申込みください。

　

札

幌

中

間

税

会

（

戸

澤

亨

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

通

常

総

会

に

先

立

ち

、

札

幌

中

税

務

署

法

人

課

税

第

一

部

門

の

辻

正

行

統

括

官

を

講

師

に

招

き

、

青

年

部

会

と

女

性

部

会

が

合

同

で

「

国

税

の

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

」

の

説

明

と

「

特

殊

関

係

人

と

税

金

」

と

題

す

る

税

務

研

修

会

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

は

、

源

泉

所

得

税

の

デ

モ

画

面

を

も

と

に

利

便

性

の

説

明

が

あ

り

、

参

加

者

か

ら

は

「

簡

単

そ

う

な

の

で

ぜ

ひ

利

用

し

た

い

」

と

の

声

が

あ

っ

た

。

　

ま

た

、

「

特

殊

関

係

人

と

税

金

」

に

つ

い

て

は

、

親

族

間

の

取

引

は

、

馴

れ

合

い

に

な

り

が

ち

な

の

で

、

親

族

間

の

取

引

こ

そ

客

観

性

が

必

要

で

あ

る

と

の

話

の

ほ

か

、

税

務

調

査

官

の

目

の

付

け

所

の

話

が

あ

り

、

皆

、

真

剣

に

聴

講

し

て

い

た

。

参

加

者

か

ら

は

「

親

族

間

の

取

引

こ

そ

、

調

査

官

に

指

摘

さ

れ

な

い

よ

う

に

、

些

細

な

も

の

で

も

エ

ビ

デ

ン

ス

の

保

存

が

重

要

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

」

な

ど

の

声

が

あ

っ

た

。

　

福

岡

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

梅

原

祐

治

会

長

）

は

�

日

、

福

岡

市

で

令

和

８

年

度

定

時

総

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

県

下

各

単

位

会

の

役

職

員

と

来

賓

と

し

て

福

岡

国

税

局

の

緒

方

稔

泰

課

税

第

１

部

長

や

平

田

良

作

個

人

課

税

課

長

、

小

倉

税

務

署

の

本

田

哲

章

署

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

梅

原

会

長

の

あ

い

さ

つ

の

後

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

と

し

て

指

導

活

動

の

充

実

強

化

、

税

制

政

策

活

動

の

推

進

、

会

員

増

強

運

動

と

組

織

強

化

な

ど

を

決

め

た

。

　

さ

ら

に

最

重

点

事

業

と

し

て

▽

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

活

用

を

強

く

推

進

し

、

会

員

の

節

税

効

果

を

最

大

化

す

る

▽

ス

マ

ホ

申

告

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

周

知

し

、

会

員

事

業

所

の

従

業

員

が

行

う

確

定

申

告

等

を

支

援

す

る

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

ま

た

、

役

員

改

選

も

あ

り

、

梅

原

会

長

が

再

任

さ

れ

た

。

　

福

岡

国

税

局

間

税

会

連

合

会

（

河

野

武

司

会

長

）

は

�

日

、

福

岡

市

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

青

年

・

女

性

部

長

ら

と

来

賓

と

し

て

福

岡

局

の

小

澤

研

也

局

長

、

白

津

吉

弘

課

税

第

２

部

長

、

關

口

雅

章

全

国

間

税

会

総

連

合

会

副

会

長

、

友

誼

団

体

の

代

表

ら

が

出

席

し

た

。

　

河

野

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

の

重

点

事

項

と

し

て

、

消

費

税

等

に

関

す

る

研

修

会

の

開

催

や

周

知

と

啓

発

活

動

の

更

な

る

強

化

、

消

費

税

等

に

関

す

る

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

の

積

極

的

な

実

施

な

ど

を

決

め

た

。

　

功

績

者

表

彰

や

永

年

在

職

者

表

彰

＝

写

真

＝

な

ど

も

行

わ

れ

、

総

会

後

に

は

、

松

下

幸

之

助

経

営

理

念

実

践

伝

道

師

の

久

保

山

武

氏

が

「

今

こ

そ

問

わ

れ

る

、

企

業

の

信

頼

と

人

づ

く

り

」

と

題

し

て

記

念

講

演

を

行

っ

た

。

　

こ

の

後

、

懇

親

会

が

開

か

れ

、

会

員

相

互

の

親

睦

が

図

ら

れ

た

。

　

東

京

・

渋

谷

優

法

会

（

八

木

原

保

会

長

）

は

�

日

、

渋

谷

区

の

東

郷

記

念

館

で

第

�

回

通

常

総

会

を

開

催

し

た

。

総

会

に

は

時

村

英

樹

署

長

を

は

じ

め

と

す

る

渋

谷

税

務

署

の

幹

部

な

ど

多

数

の

来

賓

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

や

収

支

予

算

案

な

ど

す

べ

て

の

議

案

が

承

認

さ

れ

た

。

　

ま

た

、

総

会

に

先

立

っ

て

講

演

会

が

開

催

さ

れ

、

元

Ｎ

Ｈ

Ｋ

解

説

主

幹

で

日

本

科

学

技

術

ジ

ャ

ー

ナ

リ

ス

ト

会

議

の

副

会

長

を

務

め

る

室

山

哲

也

氏

が

「

生

成

Ａ

Ｉ

の

衝

撃

�

人

工

知

能

時

代

を

ど

う

生

き

る

か

」

と

題

し

て

講

演

し

た

＝

写

真

。

　

室

山

氏

は

Ａ

Ｉ

を

利

用

し

て

実

際

に

作

詞

、

作

曲

し

た

楽

曲

な

ど

を

紹

介

し

な

が

ら

説

明

。

「

人

間

と

Ａ

Ｉ

が

コ

ン

ビ

を

組

め

ば

最

強

の

チ

ー

ム

と

な

る

」

と

し

た

上

で

、

少

子

化

、

高

齢

化

が

進

む

日

本

に

と

っ

て

Ａ

Ｉ

の

利

用

は

大

き

な

チ

ャ

ン

ス

だ

と

し

た

。

一

方

、

そ

の

た

め

に

は

人

間

と

は

何

な

の

か

を

し

っ

か

り

と

考

え

な

く

て

は

な

ら

な

い

と

も

述

べ

た

。

　

総

会

後

に

は

懇

親

会

が

催

さ

れ

、

出

席

し

た

会

員

ら

が

親

睦

を

深

め

た

。

　

静

岡

・

島

田

税

務

署

（

早

川

徹

署

長

）

は

５

月

�

日

、

静

岡

県

島

田

市

の

大

井

川

鉄

道

新

金

谷

駅

売

店

「

プ

ラ

ザ

ロ

コ

」

で

、

子

ど

も

た

ち

に

税

の

役

割

を

Ｐ

Ｒ

し

た

。

『

き

か

ん

し

ゃ

ト

ー

マ

ス

』

の

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

を

リ

ア

ル

に

再

現

し

た

「

き

か

ん

し

ゃ

ト

ー

マ

ス

号

」

が

走

る

こ

と

で

知

ら

れ

る

大

井

川

鉄

道

の

新

金

谷

駅

前

に

あ

る

プ

ラ

ザ

ロ

コ

は

、

蒸

気

機

関

車

に

関

連

す

る

施

設

と

し

て

有

名

だ

が

、

当

日

は

、

蒸

気

機

関

車

に

乗

る

た

め

来

場

し

た

多

く

の

子

ど

も

た

ち

に

、

「

税

金

う

ん

こ

ド

リ

ル

」

を

配

布

し

た

ほ

か

、

蒸

気

機

関

車

の

写

真

入

り

オ

リ

ジ

ナ

ル

缶

バ

ッ

ジ

を

プ

レ

ゼ

ン

ト

し

た

＝

写

真

。

　

ま

た

、

保

護

者

に

は

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

チ

ラ

シ

を

配

り

、

広

報

活

動

を

行

っ

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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